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H23国際第204-4号 

事  務  連  絡 

平成２３年１０月３１日 

研究機関契約担当者 殿 

 独立行政法人科学技術振興機構 

国際科学技術部 経理担当 

 

 

委託研究契約にかかる中期目標期間を超える繰越について（補足事項） 

～国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プログラム)の取り扱い～ 

 

平成２３年９月２６日付け「委託研究契約にかかる中期目標期間を超える繰越について」によりご案内した

当年度（平成２３年度）末の繰越に関しまして、当事業における事務手続き上の留意事項等を以下の通りご連絡

致します。 

 

Ⅰ．繰越申請の概要   

１． 繰越対象 

（１）繰越事由の範囲 

    当事業における平成２３年度末の委託研究費の繰越の範囲は科学研究費補助金に準拠するものとしま

す。 

具体的には、研究を遂行していく過程で、未然に回避することができないやむを得ない状況となり、

研究目的の達成のために研究計画を変更し、引き続き翌年度に実施する必要が生じたもので、以下の

５つのいずれかの事由に該当するものを繰越対象とします。 

  ① 計画に関する諸条件 

  ② 資材の入手難 

  ③ 研究に関しての事前調査 

 ④ 研究方針の決定の困難 

 ⑤ 気象の関係 

 

  （２）繰越の対象となる委託研究契約 

     ・ＪＳＴが「大学等」と認めた研究機関が締結する契約で、平成２４年度以降も研究期間が継続す

るものを対象とします。 

・現在締結されている契約が「単年度」であるか「複数年度」であるかは問いません。 

 

２． 申請書類及び提出期限 

（１） 提出期限 

申請書類の提出期限は２月中旬～下旬頃を予定していますが、後日、改めてご連絡させて頂きます。  

 

（２） 申請書類の様式は以下の通りです。科学研究費補助金の繰越申請様式とほぼ同様ですが、一部異なる点

がございますので、必ず事業の様式により申請を行ってください。 

様式番号 様式名称 作成者 備  考 

繰越様式１ 繰越を必要とする理由書 
研究担当者 

（研究者） 

科研費の【様式C-26】 

に相当 

繰越様式２ 

平成２３年度国際科学技術共同研究

推進事業(戦略的国際共同研究プログ

ラム)に係る繰越承認要求一覧 

科研費の【様式 B-2 別紙 1】に

相当 

繰越様式３ 

平成２３年度国際科学技術共同研究

推進事業(戦略的国際共同研究プログ

ラム)に係る繰越要件等事前確認票 

研究機関 

（事務担当者） 
科研費の【様式 B-2 別紙 2】に

相当 
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Ⅱ．研究担当者が作成する申請書類に関する留意事項 

１．研究担当者が作成する書類 

   【繰越様式１】「繰越を必要とする理由書」 

       ・繰越を希望する研究担当者は上記理由書を作成し、研究機関事務局へ提出してください。 

 

 ２．【繰越様式１】「繰越を必要とする理由書」作成にあたっての留意事項 

  （１）「繰越承認要求額」欄 

・繰越申請を行う委託研究費を、直接経費、間接経費及び合計金額に区分して記載してください（単位：円）。 

・間接経費は、直接経費額の３０％相当額を繰り越すことを原則としていますが、研究機関において既に全

額執行している場合や当年度中の執行完了が確定している場合には、直接経費のみ申請することで差し支

えありません。 

・間接経費は、研究機関事務局へご確認願います。 

 

  （２）「現行計画及び変更後の計画」欄 

   （ア）「現行計画」欄及び「変更後の計画」欄 

      ・「現行計画」欄には、理由書作成時点で研究主幹に認められている当該年度の研究計画（年度途中に研

究主幹により変更が認められた計画がある場合には当該変更後の計画）を時系列に簡潔に記載してく

ださい。 

・「変更後の計画」欄には「現行計画」に対する実施時期・実施内容の変更点を追記してください。 

・また、記載にあたっては、以下の点に留意してください。 

1) 変更・追加事項を簡潔に記載してください。また、実施期間はカッコ書きで、月単位に記載して

ください。 

2) 「現行計画」は平成23年4月から平成24年3月の間に実施される研究を対象とするものです。 

3) 平成25年3月31日を越えて変更後の計画の完了時期を設定することは認められません。 

 

   （イ）「繰越事由の発生した時期」欄 

      ・「現行計画」作成時点で判明・発生していたものは対象になりません。 

 

   （ウ）「当該事業の完了時期」欄 

      ・当該事業の完了予定時期を記載してください。 

      ・平成２４年度中に完了することが必要です。 

 

(記載例) 

当初計画及び変更後の計画 

＜現行計画＞ 

・ 予備調査（H23.5） 

・ 現地調査（H23.6～H23.10） 

 

・ 当年度成果とりまとめ（H23.11～H24.2）

・ 当年度成果発表（H24.3） 

＜変更後の計画＞ 

・ 予備調査（H23.5） 

・ 現地調査（H23.6～H24.1） 

※３ヶ月の遅延 

・ 当年度成果とりまとめ（H24.2～H24.5） 

・ 当年度成果発表（H24.6） 

繰越事由の発生した時期 

平成２３年１０月 

当該事業（繰越事案）の完了時期 

平成２４年６月３０日：３ヶ月延長 

 

 



 3

 

 

  （３）「現行の研究計画」（研究概要）欄 

     ・「現行計画」の記載内容に沿って、いつまでに、何を行う予定であったかを簡潔に記載してください。 

 

   （４）「事由」欄 

    ・事由の類型（区分・記号）及び事由の考え方は科学研究費補助金に準拠します。 

   ・【繰越様式１】欄外から該当事由の記号を選択し、【繰越様式１】（別紙）を参考として具体的な内容を簡潔に

記述してください。 

・事由の記述は、①いつ（繰越事由の発生時期が当年度の研究開始後に発生したものであること）、②どのよう

な（外的要因によるやむを得ない事情であること）、③いつまで（次年度中に完了するものであること）に留

意の上、行ってください。 

・科学研究費補助金では一部事由について具体的内容の記載省略が認められていますが、本事業では全ての事

由について具体的内容の記述が必要です。 

   ・ 「①キ 計画に関する諸条件（その他）」及び 「⑥ウ 資材の入手難（その他）」を選択した場合には、（その

他）の具体的内容を（ ）内に簡潔に追記してください。 
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Ⅲ．事務担当者が作成する申請書類に関する留意事項 

 

１．研究機関の事務担当者が作成する書類 

  ①【繰越様式２】「平成２３年度国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プログラム)に係る繰越

承認要求一覧」 

  ②【繰越様式３】「平成２３年度国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プログラム)に係る繰越

要件等事前確認票」 

 

２．繰越申請手続きの流れ 

 （１）研究機関の事務担当者による事前確認 

   ・研究機関の事務担当者は、研究担当者から【繰越様式１】の提出を受けた際には、上記②【繰越様式３】

を作成し、申請内容が繰越要件等に該当することを確認してください。 

  

（２）当機構への事前相談（仮申請） 

   ・当機構は正式申請を受けた繰越事案について繰越要件との適合性を確認し、申請受理の可否を決定します。

従いまして、正式申請後に不受理となることを避けるためにも、繰越事由が判明した際には事前に当機構

へ相談（仮申請）を行ってください（ご相談は随時受け付けます）。 

・事前相談（仮申請）にあたっては、以下の書類を iadkeiri@jst.go.jp 宛てに電子ファイルによりお送り

ください。 

      1) 【繰越様式１】「繰越を必要とする理由書」 

          2) 【繰越様式２】「平成２３年度国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プログラム)に係

る繰越承認要求一覧」 

            3) 【繰越様式３】「平成２３年度国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プログラム)に係

る繰越要件等事前確認票」 

・事前相談（仮申請）にあたり繰越金額の正確な見積もりが困難な場合には、概算額によるご相談も受け付

けます。 

    ・事前相談（仮申請）を行った繰越事案について正式申請迄の間に取り下げる場合や繰越承認要求額に変更

が生じる場合には、その旨を速やかに当機構へご連絡ください。 

        

   （３）当機構への正式申請 

    ・正式申請の締切日（未定－２月中旬～下旬を想定、後日通知）迄に、研究機関は上記Ⅲ．２．（２）の申請

書類1)～3)を取りまとめて当機構へ提出してください。 

 ・科学研究費補助金では 3)【繰越様式３】「繰越要件等事前確認票」の提出省略が認められていますが、本

事業では提出が必要です。 

 

 ３．申請書類作成・提出にあたっての留意事項 

   （１）【繰越様式１】「繰越を必要とする理由書」 

    ・電子ファイルを電子メールにより提出してください。     

 

  （２）【繰越様式２】「繰越承認要求一覧」 

    ・研究機関事務局は、研究担当者が作成した【繰越様式１】「繰越を必要とする理由書」に基づき本一覧を

作成してください。 

 ・本一覧の正式申請にあたっては公印の押印が必要です。 

・本一覧の正式申請の際には郵送により提出（１部）して頂きますが、当機構での受け付けを確実に実施

するため、郵送とは別に本一覧の電子ファイル（excel表/押印不要）を電子メールにより合わせて提出

してください。電子メールでの提出がない場合、申請が受理されないことがありますのでご注意くださ

い。 

 

（３）【繰越様式３】「繰越要件等事前確認票」 

・研究機関事務局は本票を作成することにより、研究担当者が作成した【繰越様式１】繰越を必要と
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する理由書 に記載された事案が繰越要件に合致することを必ず確認してください。 

・本票は電子ファイルを電子メールにより当機構へ提出してください。 

 

   

 

 

Ⅳ．その他の留意事項 

・平成２３年度末の繰越要件は、当機構の中期目標期間内で行われる繰越と大きく異なり、恒常的に発生する光

熱水費や人件費、当該年度中に使途が定まらず使用されなかった委託研究費の使い残しは繰越しとして認めま

せん。 

・今回、繰越を行った委託研究費は次年度（平成２４年度）の委託研究費と合算して使用することは出来ません。 

・平成２４年度に実際に支出を行った結果、繰越申請額に対して残余額が生じる場合には、その旨を当機構へ速

やかにご連絡願います。当機構の指示に従って当該残余額をご返金頂きます。この際、返金を行う直接経費に

相応する間接経費（直接経費の３０％相当額）を加えてご返金ください。 

・平成２３年度末で研究が終了する課題は繰越申請を行うことができません。 

・繰越した経費の再繰越は認められません。 

・正式申請後は、原則として繰越承認申請の取り下げ、追加及び繰越承認申請額の変更はできません。 

・申請が受理された繰越金額は、当機構へ返還せず、研究機関において保管して頂きます。不都合等生じる場合

には当機構宛にご連絡ください。 

・申請書類を電子メールで送付する際には、メール件名を以下の通りとしてください。なお、送付先は  

iadkeiri@jst.go.jp です。 

       メール件名：【繰越】○○大学(研究担当者○○○○)  

 

 Ⅴ．当事業の繰越に関する問い合わせ先 

    〒102-8666 東京都千代田区四番町５－３ サイエンスプラザビル８階 

   （独）科学技術振興機構 国際科学技術部 経理担当 

TEL：03-5214-7375   e-mail: iadkeiri@jst.go.jp  （担当：冨永） 

 

 

 

以 上 


